
 

 

 

 

 

 

令和５年春の消防総合訓練の実施について 

 

１ 実施目的 

尼崎市は、春の火災予防運動行事の一環として、各関係機関相互の緊密な連携のもと、

不特定多数の人が集まる、あまがさき・ひと咲きプラザでの火災を想定した消防総合訓

練を実施することにより、自衛消防隊の初動体制及び消防機関等の迅速的確な災害活動

体制を確立するとともに、市民に対する防火意識の高揚を図ることを目的とする。 

 

２ 実施日時 

令和５年３月３日（金）午前１０時００分から１１時００分まで （小雨決行） 

 

３ 実施場所 

あまがさき・ひと咲きプラザ 

尼崎市若王寺２丁目１８番３号～６号 

 

４ 参加機関 

⑴ 尼崎市消防局 

⑵ 尼崎市消防団 

⑶ 兵庫県尼崎東警察署 

⑷ ひと咲きプラザ 

⑸ 公益財団法人尼崎健康医療財団看護専門学校 

 

５ 訓練内容 

  別紙「令和５年春の消防総合訓練実施計画」を参照してください。 

 

以 上   

令和５年２月２０日 

所 属 北消防署 

所属長 本荘 芳成 

電 話 ０６－６４２１－０１１９ 
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令和５年 春の消防総合訓練実施計画 

 

１ 目 的 

  春の火災予防運動行事の一環として、各関係機関相互の緊密な連携のもと、不特定多数の

人が集まる、あまがさき・ひと咲きプラザでの火災を想定した消防総合訓練を実施すること

により、自衛消防隊の初動体制及び消防機関等の迅速的確な災害活動体制を確立するととも

に、市民に対する防火意識の高揚を図ることを目的とする。 

２ 実施日時 

  令和５年３月３日（金） １０時００分～１１時００分（小雨決行） 

３ 実施場所 

  尼崎市若王寺２丁目１８番３号～６号 あまがさき・ひと咲きプラザ 

４ 訓練参加機関 

⑴ 尼崎市消防局     （車両  １０台  ５０名） 

⑵ 尼崎市消防団     （車両   ２台   ８名） 

⑶ 兵庫県尼崎東警察署  （車両   １台   ３名） 

⑷ ひと咲きプラザ             （３０名） 

⑸ 公益財団法人尼崎健康医療財団看護専門学校 （３名） 

５ 訓練想定 

  令和５年３月３日（金）１０時０３分頃、ひと咲きタワー１階及びアマブラリ２階にて火

災が発生し、ひと咲きタワーについては、自衛消防隊により消火済みであるが、アマブラリ

については、延焼拡大中である。 

また、逃げ遅れた職員及び利用者がアマブラリの２階及び屋上にて救助を求めている状況

である。 

６ 訓練種目 

 ⑴ 通報訓練（自衛消防隊） 

⑵ 避難誘導訓練（自衛消防隊） 

⑶ 初期消火訓練（自衛消防隊） 

⑷ 交通規制訓練（尼崎東警察署） 

⑸ 現場指揮所開設訓練（消防局） 

⑹ 救助救出・救急救護訓練（消防局） 

⑺ 一斉放水・緊急脱出訓練（消防局・消防団） 

７ 訓練指揮者等 

 ⑴ 消防局 

   訓練本部長         消防局長 

   訓練副本部長        消防局次長 

   訓練統括指揮者       北消防署長 

   訓練副統括指揮者      北消防署副署長 

   訓練安全責任者       北消防署園田分署長 
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   訓練進行担当者       北消防署塚口出張所長（第１消防） 

 ⑵ 消防団 

   指揮者           消防団長 

   副指揮者          副団長（園田地区） 

 ⑶ 尼崎東警察署 

   指揮者           尼崎東警察署長 

 ⑷ ひと咲きプラザ自衛消防隊 

   自衛消防隊長（ひと咲きタワー）      ひと咲きタワー防火管理者  

   自衛消防隊長（アマブラリ）        副センター長  

８ 訓練参加車両 

⑴ 消防局 

  ア 局    尼消１、尼消６（隊員のみ） 

  イ 中消防署 中３ 

  ウ 東消防署 常光寺２ 

  エ 西消防署 武庫３ 

  オ 北消防署 北１、北５、塚口２、塚口６、尼消９、尼消３９ 

⑵  消防団（園田地区） 

園田第４分団・園田第７分団 

⑶ 尼崎東警察署 

  警察車両１台 

９ 講評及びあいさつ 

⑴  講評 

消防局長 

⑵  あいさつ 

ア 消防団長 

  イ 尼崎東警察署長 

ウ 尼崎市理事（ひと咲きプラザ代表） 

10 その他 

⑴  実施要領については、別に定めるものとする。 

⑵  天候等による中止は、当日７時００分に決定する。 

⑶  消防職員の服装は、活動服、保安帽、防火靴、作業用手袋、リボン及び白マスクとする。 

⑷  消防団員の服装は、活動服、水防用ヘルメット、編上げ長靴、作業用手袋、腕章及び白 

マスクとする。 

以 上   


